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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、グループの経営理念として「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」を社憲に掲げ、企業活動を通じて社会的責任を果たすとの認識
の上にたち、経営の健全性、透明性、迅速な意思決定を重視しつつ企業価値を高める経営を目指しております。

　また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を一層高めてまいります。

　なお、コーポレートガバナンスに関して参照すべき原則・指針として「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ホームページにて開示
しております。

　コーポレートガバナンス・コードの各原則にかかる記載は、2021年6月の改訂後のコードに基づいたものです。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】（政策保有株式）

(1) 政策保有に関する方針

　当社における、政策保有株式の保有は、業務提携、取引関係の維持・強化及び株式の安定等を図ることが、当社の企業価値の向上に資すると
認められる場合に保有することを基本的な方針としております。

(2) 政策保有株式に係る検証の内容

　政策保有株式については毎年、保有株式ごとに中長期的な保有の経済合理性等の検証を行うこととしております。その検証の結果、意義が不
十分、あるいは資本コストに合致しない保有株式については縮減を進めてまいります。

(3) 政策保有株式に係る議決権行使基準

　当社は、政策保有株式の議決権行使について、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、当該企業の企業価値の向上につなが
るか等を総合的に勘案して、議案への賛否を個別に判断しております。

【原則１－７】（関連当事者間の取引）

　当社では関連当事者取引管理規程を定め、関連当事者間の取引を行う際は、取締役会での審議・決議を要することとしており、特別の利害関
係を有する取締役は当該議案について議決権を行使できない旨定めております。

　また、当社及び子会社の役員も含め、関連当事者の取引の有無を毎期確認しております。

　当社が主要株主等と取引を行う場合には取締役会に付議し、決議しております。なお、取引条件については、第三者との取引と同様の条件で決
定しております。

【補充原則２－４①】（中核人材の登用等における多様性の確保）

(1) 多様性の確保についての考え方

　当社は、管理職層に女性、中途採用者、外国人等の人材を組み合わせて備え、中核人材の多様性を確保することが、会社の持続的な成長のた
めに必要であると考えております。女性及び中途採用者の採用については、具体的な数値目標を定め、外国人の採用については、事業環境に鑑
み適時に適材を採用することとしております。

(2) 多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標

　当社は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画として、2023年までに①基幹職掌での新規採用者の女性割合を10％以上とする、②管理
職層に占める女性割合を15％以上とすることを目標として定めております。また、正規雇用労働者の中途採用比率を50％以上とすることを目標と
しております。

(3) 多様性確保の状況

　基幹職掌での新規採用者の女性割合は11.4％、管理職層に占める女性割合は9.8％であります。また、中途採用比率は50％であり、基幹職掌に
おける外国人は８名在籍しております。

(4) 多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境方針、その状況

　当社は、「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」という経営理念に基づき、属性に関わらず社員一人ひとりが最大限の能力を発揮することを
目指し、人材育成に取り組んでおります。また、女性が活躍するための土壌を意識・制度の両面から醸成し、家庭生活との両立を図るために必要
な雇用環境の整備を行うことを目指し、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく各一般事業主行動計画を作成し、公表しており
ます。

【原則２－６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

　当社は、規約型確定給付企業年金を採用しており、当該年金資産の運用が従業員の安定的な資産形成及び当社の財政状態に影響を与えるこ
とを踏まえ、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、専門的知識や経験など運用に当たる適切な資質を備えた人材を配置すると
ともに、その育成に努めております。

　また、将来の給付原資を安全・効率的に確保するため、運用基本方針及び政策的資産構成割合を策定するとともに、運用受託機関に対しては、
年金資産の運用状況を定期的にモニタリングするなど情報交換を随時行い、年金資産の適切な運用環境の整備に努めております。



【原則３－１】（情報開示の充実）

(1) 当社の目指すところ（経営理念）や経営戦略、経営計画

　当社ホームページにて開示しております通り、当社グループは、「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」を経営の基本理念とし、その経営理
念に基づき、良質な製品・サービスを幅広く社会に提供することを使命としております。コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努め、企業として
の社会的責任を果たしながら当社と関係するすべての方々の信頼と期待にお応えすることにより、永続的な会社の発展を図ってまいります。

　この経営理念の実現を通じ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。

　中長期的な経営戦略等につきましては株主総会招集ご通知、有価証券報告書、ホームページ等を通じて、株主の皆様ほか広く一般に公開して
おります。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「１．１基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「２.１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針
の開示内容」に記載の通りであります。

(4) 取締役候補の指名等を行うにあたっての方針と手続き

　監査等委員以外の取締役候補者については、人格・識見・能力等の基本的な項目に加え、社内取締役については当社の主要事業又は事業経
営に関しての豊富な経験、実績、専門性などを、社外取締役については専門性や経営経験などを、取締役会において総合的に判断し適切な人材
を決定しております。

　監査等委員である取締役候補者については、企業価値の向上に資する助言、取締役会を通じた経営の監督、会社と関連当事者による利益相
反の監督、独立・中立の立場による取締役会への意見の反映などの役割を果たすための適任者として、多様な分野における専門的な知見と経験
及び人格面も含め総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た上で取締役会において決定しております。

　なお、取締役候補者の選定及び解任議案については、客観性・公正性・透明性を確保するため、その過半数を社外取締役で構成する指名・報
酬委員会（委員長は社外取締役）の審議を経て、取締役会で決議しております。

(5) 取締役候補者の個々の指名の説明

　取締役候補者全員の略歴及び選任理由については、株主総会参考書類に記載しております。

(6) 経営陣幹部の選解任及び報酬の決定の方針と手続

　執行役員等の経営陣幹部の選解任については、取締役会の決議により決定しております。また、その報酬については、就業規則等の社内規程
に従い決定しております。

【補充原則３－１③】（サステナビリティについての取組み等）

(1) 自社のサステナビリティについての取組み

　当社は、グループの経営理念である「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」に基づき、企業価値の向上を実現するとともに、私たちの製品・
サービスによって、持続可能な社会を作っていきたいと考えております。

　サステナビリティへの取組みを加速するため、当社グループは重要課題として以下５つを特定し、それぞれについて、取締役会の指揮・監督の
下、その課題解決に取り組んでおります。

・気候変動(E)

・資源循環(E)

・働き方改革(S)

・人材育成(S)

・企業統治(G)

(2) 人的資本等の非財務投資

　当社は、経営理念として「社員の成長」を掲げ、かつ、人材育成を重要課題の一つとして特定しております。

　このような考え方の下、多様な働き方の実現、研修やOJTによる継続的な育成等、社員一人ひとりの成長に資すると考えられる様々な施策に取
り組むとともに、非財務投資（人材、研究開発等）に関する議論及び検討を重ねた上で、中期経営計画を策定しております。

(3) 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動等に与える影響について

　サステナビリティに関する当社の重要課題である気候変動リスクについては以下の通りであります。

①ガバナンス

　社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会で、気候変動課題を含むサステナビリティに関連する課題を分析・審議し、課題に対する具
体的取組みを推進しております。

　取締役会は、サステナビリティ委員会から定期的に報告を受け、気候変動関連のリスクと機会を監視監督しております。

②戦略

　現時点における事業に関するリスクと機会を定性的に評価した結果は巻末の（参考資料）【リスク/機会の洗い出し】の通りであります。

　今後、シナリオ分析等を通じ、各事業における気候変動関連リスクや機会及びその財務的インパクトをビジネスモデルやサプライチェーン等を考
慮して定量的に評価し、戦略を検討してまいります。

③リスク管理

　リスクの識別、評価は、毎年１回以上開催されるサステナビリティ委員会で行われております。

　取締役会はサステナビリティ委員会からの報告を受け、気候変動リスクを管理しております。

④指標と目標

　気候変動に伴う温暖化対策の重要性・喫緊性を踏まえ、2030年度までの期間中に各種取組みを行うことによりCO2排出量を削減してまいりま
す。

【補充原則４－１①】（経営陣への委任の範囲の概要）

　業務執行の監督と経営上の重要事項の決定の機能を担う取締役会においては、事業計画等の経営の基本方針その他の経営上の重要事項、
並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その基準は取締役会規程に
よって明確にしております。

　また、組織規程において、業務分掌及び職務決裁基準を明確に定めており、経営陣は、当該規程の定めに従って職務を執行しております。

【原則４－９】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

　独立性に関する基準については、「社外取締役の独立性基準」を制定し、当社ホームページにて開示しております。

【補充原則４－11①】（取締役会の全体としての能力、多様性の考え方）

　定款において取締役の員数を19名（内監査等委員である取締役４名）と定めております。

　取締役会は、コア事業を有しつつ事業多角化を推進する上で必要となる分野、及び監督機能に必須となる分野について、知識・経験・能力をバ
ランス良く備えるとともに、多様性を確保することが必要であると考えております。

　各取締役の有するスキル等に関しては以下の通りです。



　なお、取締役の選任に関する方針と手続は原則３－１(4)に記載の通りであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業経営　　コア事業　　開発、技　　　　ＩＴ　　　　財務　　　　法務　　　　ＥＳＧ　　海外経験　　　指名・報酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営戦略　　業界経験　　術、製造　　デジタル　　会計　　リスク管理　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

代表取締役会長　　　井上雄策　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　〇

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

代表取締役社長　　　小林宣夫　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　　　●　　 　　　●　　　　　　　　　　　　　　〇

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

取締役　　　　　　　　　岡本昌敏　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

取締役　　　　　　　　　三浦直行　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　 　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

取締役　　　　　　　　　坂口豪志　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　 　　　　●　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

取締役（社外）　　 　　梨和　信　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　 　　●　　　　　　　　　　　 　 　〇

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

監査等委員（常勤） 　上村史郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ●　　　 　　 ●

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

監査等委員（社外） 　野村公平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 ●　　　　 　●　　　　　　　　　　　　　　〇

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

監査等委員（社外） 　勘場義明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ●　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　〇

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　　―――――

　※取締役の素養・経験の全てを表すものではありません。

【補充原則４－11②】（取締役の兼任状況）

　当社の一部の取締役は、他の会社の取締役、監査役を兼職しておりますが、兼職の主たるものは、子会社の役員兼職でグループ経営の一環と
して当社本体の業務を補完するものであり、本来の役割・責務に支障をきたすような兼職ではありません。

　なお、子会社の役員兼職については、兼職先の業務内容・業務負荷等を勘案し、取締役会決議により決定しております。

　また事業報告及び株主総会参考書類において、各取締役の重要な兼職を開示しております。

【補充原則４－11③】（取締役会の実効性評価）

　当社では、毎年取締役会の実効性を検証するために、全取締役に対して取締役会の構成や運営状況に関するアンケートを実施し、それらの結
果に基づき、取締役会の運営状況、審議状況等の実効性について評価を実施しております。

2021年３月期（第51期）における分析・評価結果の概要は下記の通りであります。

(1) 実効性評価の方法

　取締役全員に取締役会の実効性を評価する上での主たる項目に関し、質問形式によるアンケートを実施し、回答を得ました。

　このアンケートによる集計・分析内容を参照しつつ、社外取締役を主たるメンバーとする評価委員会にて意見交換・討議を実施いたしました。ま
たその上で、取締役会全体でそれらを共有・討議し、当社取締役会の実効性に関しての審議と包括的な評価を実施いたしました。

（アンケート項目（大項目））

　①取締役会の規模・構成に関して

　②取締役会の運営状況に関して

　③取締役会の議題に関して（中長期的な経営戦略、リスク管理、報酬、内部統制等）

　④取締役を支える体制に関して

(2) 取締役会の実効性に関する分析および評価の結果

　アンケートの結果、取締役会の実効性に関する自己評価は総じて高く、取締役会の構成、運営状況や審議状況は、取締役会が監督機能を果た
す体制としては概ね適切であり、また取締役会において活発な議論が行われるとともに、社外取締役の意見や問題提起を真摯に受け止める文化
が定着しているとの評価が得られました。

　また、昨年度の評価で課題とされた項目に関しては、以下のような改革を進めております。

・取締役会の構成に関しては、社外取締役の適切な比率について取締役会で討議し、取締役会においては重要な経営事項の決定及び業務執行
の監督を主に行うために人員構成の見直しを行いました。

・コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速
化を図ることを目的に、従来の雇用型執行役員に加え、委任型執行役員を導入いたしました。

・取締役候補の指名及び経営陣幹部（執行役員等）の選解任、並びに、取締役及び経営陣幹部の報酬等の決定にかかる手続きの客観性・公平
性・透明性を確保することを目的として、新たに取締役会の下にその諮問機関として、その過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会（委員長
は社外取締役）を設置いたしました。

　以上から、当社取締役会は、総じて高い実効性を担保していると判断いたします。

(3) 今後の課題、取組み方針

　取締役会の改革は緒についたばかりであり、当社取締役会は、以下の各事項について今後も継続的に取り組んでまいります。

・中長期的な経営戦略に関する十分な議論の機会と時間の確保

・リスクマネジメント体制・グループガバナンスの強化

　当社は、会社の持続的な成長と企業価値の向上を実現していくために、取締役会の実効性の向上に今後とも取り組んでいきます。

【補充原則４－14②】（取締役に対するトレーニングの方針）

　取締役がその役割・責務を適切に果たしていくうえで重要な知識・情報を取得、更新することができるよう、就任時に加え、就任後も継続的に、外
部機関が提供する講習なども含め必要なトレーニングの機会を提供、斡旋するとともに、その費用を支援しております。

　なお、新任の社外取締役には、就任時において、当社の歴史、経営理念、事業構造などに関する知識・情報を提供しております。

【原則５－１】（株主との建設的な対話に関する方針）

　当社では、ＩＲ担当及び株主との対話受付の主幹部署を経理部としております。

　対話手段として、個人投資家や、機関投資家向けに決算説明会の開催を実施しているほか、テレフォン・カンファレンスなど個別の問い合わせに
も適宜対応しております。なかでも株主総会における、株主の皆様との対話は最も重要であると考えております。

　決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間としており、決算に関する質問への回答やコメ
ントを原則として差し控えることとしております。また、重要な会社情報を適切に管理し、インサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定



め、周知徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

アルメイト株式会社 3,153,700 14.99

アルインコ共栄会 1,356,000 6.45

アルインコ従業員持株会 644,322 3.06

井上雄策 601,347 2.86

井上敬策 574,640 2.73

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 564,900 2.68

野村信託銀行株式会社（アルインコ従業員持株会専用信託口） 506,100 2.41

株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・株式会社関西みらい銀行退職給付信託口） 451,000 2.14

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 329,800 1.57

阪和興業株式会社 316,800 1.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 19 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

梨和　信 他の会社の出身者

野村　公平 弁護士

勘場　義明 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



梨和　信 　 ○ ―――

他社における企業経営者としての豊富な経験
により経営全般に関する知見、ならびに技術的
知見に基づいた経営の監視、監督を受けること
が期待でき、独立した立場から当社経営に対
する助言・提言をいただくことで、取締役会の監
督機能をさらに強化できるものと判断し社外取
締役として選任しております。

経営陣をはじめとする特定の者と利害関係が
なく、取締役として業務執行プロセスから経営
を監視し、その透明性を向上させることができ
るものと判断しております。

また、独立性の基準として取引所が規定する
項目に該当するものはなく、一般株主と利益相
反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に
指定しております。

野村　公平 ○ ○ ―――

弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識
を有しており、これまでの当社社外監査役とし
ての職務経験をもとに、独立した立場から当社
経営に対する助言・提言をいただくことで、取締
役会の監督機能をさらに強化できるものと判断
し社外取締役として選任しております。

当社の顧問弁護士が所属する事務所の代表
の地位にありますが、同事務所との取引はあり
ませんので、一般株主の立場より意見発信で
きる独立性を有しております。

また、独立性の基準として取引所が規定する
項目に該当するものはなく、一般株主と利益相
反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に
指定しております。

勘場　義明 ○ ○ ―――

公認会計士としての豊富な経験と高度な専門
知識を有しており、独立した立場から当社経営
に対する助言・提言をいただくことで、取締役会
の監督機能をさらに強化できるものと判断し社
外取締役として選任しております。

当社と利害関係はなく一般株主の立場より意
見発信できる独立性を有しております。

また、独立性の基準として取引所が規定する
項目に該当するものはなく、一般株主と利益相
反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に
指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、兼務の補助スタッフを１名配置しております。なお、当該使用人の独立性を確保するため、任
命・異動・懲戒等の人事権に係る事項の決定にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得るものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人が策定する監査計画について意見交換を行っております。

　会計監査人の監査には監査等委員が適時立ち会うとともに情報や意見の交換を行い、会計監査人の監査方法及び監査結果について把握でき
るよう努めております。

　また、期末決算については、会計監査人から監査講評を受けて意見交換及び協議を行っております。

　内部監査部門との連携については、常勤監査等委員は月１回開催される「監査報告会」のメンバーとして出席し、業務運営及び財産管理状態の
実態把握に努めております。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

指名・報酬委員会は、取締役及び経営陣幹部の指名、選任及び解任並びに報酬等の決定にかかる手続きの客観性・公正性・透明性を確保する
ことにより、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、2021年２月４日に設置しております。本委員会は、取締役会の決
議によって選任された委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、また委員長は独立社外取締役から選定いたします。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員として指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

譲渡制限付株式報酬制度の導入

　当社は、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬額は、使用人兼務取締役に支給した使用人給与相当額を含まない支給総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



１．基本方針

　当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社及び当社グループの企業業績と株主価値の持続的向上に向け、取締
役の機能を十分に発揮するために必要な報酬額を、客観性・公正性・透明性ある手続きに従い決定いたします。

２．報酬ガバナンス

(1) 取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等

　当社は、取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬額の算定方法を、その過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会（委員長は社外
取締役）の審議を経て、取締役会で取締役報酬内規に定めております。

　当該算定方法に基づいた個人別の具体的報酬額は、毎年、取締役会から委任を受けた代表取締役（譲渡制限付株式報酬については取締役
会）が、株主総会で決定された各報酬枠の範囲内で、指名・報酬委員会の審議を経て決定し、代表取締役による権限の適切な行使について、指
名・報酬委員会が必要な監督を行っております。

(2) 監査等委員である取締役の個人別の報酬等

　監査等委員である取締役の個人別の具体的報酬額は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の決議により決定
いたします。

３．取締役（監査等委員を除く)の報酬等の内容

(1) 種別及び割合

　取締役(監査等委員を除く)の報酬等の種別は、基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬（当社普通株式と引換えにする払込みに充
てるために支給する金銭をいう）とし、各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の総額に対する割合を、業績連動性を重視した値として、指名・
報酬委員会の審議を経て、取締役会で取締役報酬内規に定めております。また、社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経
営を監督するという役割に鑑みて、固定の月額報酬のみとしております。

(2) 内容

・基本報酬

　基本報酬は、役割や職責に応じた固定金額としております。

・業績連動報酬

　業績連動報酬は、当社の企業価値向上のためのインセンティブの付与を目的として、当社及び当社グループの企業業績及び担当する事業業績
等を反映するものとし、これらを適切に評価するための業績指標等を定めております。

・譲渡制限付株式報酬

　譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値向上のための中長期インセンティブの付与及び株主との価値共有を目的として支給しております。

【社外取締役のサポート体制】

取締役会の重要事項については、諸会議の議事録・稟議書等の閲覧・回付を通じて、当社業務執行の状況を適時に把握できる体制をとっており
ます。

法務部員１名が兼務スタッフとしてサポートしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

小山　勝弘 相談役

会社の経営に必要な事項につい
て、取締役会及び代表取締役の
諮問に応じて、意見を述べるなど
の委嘱業務。

非常勤

報酬有り
2019/12/23 １年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

(1) 取締役会

　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名（うち社外取締役１名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成し当社グ
ループ全般にわたる経営方針・経営戦略の策定、執行、重要事項の決定、執行役員の執行業務の決定、執行状況の監督等を行う機関として月１
回の定例の他、必要に応じ随時開催しております。

　取締役会におきましては経営方針、業務執行に係る情報の共有化とコントロール機能が作動する様にすると共に監督の強化に努めております。

(2) 監査等委員会

　監査等委員会は、監査部から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査の必要な調査を勧告、
指示することができる体制を取るとともに、会計監査人と連携を図りながら、取締役の職務執行の状況を監査しております。

　監査等委員である社外取締役２名は弁護士１名、公認会計士１名からなり、法的側面や会計面等の立場での提言等を含め専門分野からの監
視機能の強化も図っております。

　また常勤監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、業務執行状況に関する情



報を収集しております。

(3) 指名・報酬委員会

　取締役候補者の指名、経営陣幹部の選解任並びに取締役及び経営陣幹部の報酬等の決定にあたっては、客観性・公正性・透明性を確保する
ため、その過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会（委員長は社外取締役）の審議を経て、取締役会で決議することとしています。

(4) 経営会議

　常勤の取締役及び経理本部長、総務人事本部長を構成メンバーとし、月１回開催しております。必要に応じて担当部署の責任者の同席を求め、
取締役会付議事項を含む重要事項について幅広い視点より検討審議しております。

(5) 執行役員会議

　執行役員等の事業執行責任者を構成メンバーとし、原則として月１回開催しております。取締役会にて決議した事項の周知を図るとともに、業務
執行に関する具体的施策を協議しており、迅速で効率的な業務執行体制を確保しております。

　また、監査等委員は本会議にオブザーバーとして出席し、又は本会議に関する重要事項の報告を受ける体制としており、経営監督機能の強化
を図っております。

(6) 内部監査

　全社的な組織の質的向上と機能強化を図るべく2021年６月より、従来より設置していた監査室を監査部に再編成しコンプライアンスの徹底並び
に内部業務監査を強化しております。内部監査については、監査部（９名）において当社及び子会社に対する業務監査、会計監査を実施しており
ます。内部監査は年度計画に基づき実施する定例監査と、必要に応じ代表取締役からの特命事項について実施する特別監査があり、監査結果
は毎月監査報告会を開催し、常勤監査等委員同席のもと代表取締役に報告しております。

　なお、内部監査を通じて検出された会計・財務にかかわる重要な事象に関しては、経理本部並びに会計監査人へ情報提供し、指導、助言を得る
等相互連携に努めております。

　また、各事業部監査を通じて把握した諸事象については執行役員会議にも報告され、啓蒙と改善を期しております。

(7) 会計監査人

　当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法の計算書類、金融商品取引法の財務諸表の監査を受けておりますと共に、重要
な事案につきましてはその都度指導を受ける等適時適正開示を常に意識して対応しております。監査結果は当社取締役会に対して報告されてお
ります。

　監査等委員会と会計監査の相互連携については会計監査人の監査に適時監査等委員が立ち会っております。

(8) 責任限定契約

　当社と業務執行取締役でない取締役とは、当社定款及び会社法第４２７条第１項の規定に基づき、会社法第４２３条第１項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該規約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第４２５条第１項に定める額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンスのより一層の実効性を高めることができることから、「監査等委員会設置会
社」を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会招集通知の発送日は開催日の約３週間前の早期発送を目途としておりま
す。

電磁的方法による議決権の行使
パソコン、スマートフォン等からアクセスしていただくことにより、インターネットからの議決
権の行使が可能となっております。また、2022年６月開催予定の第52期定時株主総会よ
り、議決権電子行使プラットフォームの利用が可能となる予定です。

招集通知（要約）の英文での提供
当社では、要約版の英文招集通知を作成し、東京証券取引及び当社ホームページに掲
載しております。

その他
当社は、株主総会招集通知を当社ホームページ（https://www.alinco.co.jp/ir/index.html)
に招集通知の発送前に掲載しております．

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページ（https://www.alinco.co.jp/ir/index.html)に情報開示基本方

針として掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
日本証券アナリスト協会などが主催する説明会に参加し年数回開催しておりま
す。

また、オンライン形式による説明会も開催しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回、第２四半期決算及び期末決算発表後、決算内容や経営方針等につい
ての説明会を開催しております。また、機関投資家向け個別ミーティングも随
時実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページ（https://www.alinco.co.jp/ir/index.html)に決算情報、決算
情報以外の適時開示情報、有価証券報告書、四半期報告書、年次報告書、ＩＲ
説明会資料等を掲載しております。

また、一部の開示資料につきましては、英文による開示も行っております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当及び株主との対話受付の主管部門として、経理本部が担当しておりま
す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、コンプライアンス規程において、株主、従集員、顧客、取引先等のステークホル
ダーの立場を尊重するよう規定しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、情報開示基本方針に基づき情報開示を実施しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1) 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(イ)当社グループは、コンプライアンス規程を制定し、全ての取締役、執行役員及び使用人に周知徹底を図ると同時に、高い倫理観を持って事
業を運営していくことが不可欠との認識のもと、研修による啓蒙活動や、当社監査部及び管理部門でのトレース、チェックの充実・強化を図ってお
ります。

　(ロ)当社グループの取締役の職務執行は、毎月開催される当社の取締役会において報告されており、法令遵守による業務執行の周知徹底を図
ると共に、各取締役の職務執行状況について相互牽制機能が働く体制をとっております。毎月開催される経営会議、執行役員会議及び事業部長
会議の場でも取締役、執行役員及び使用人の職務執行状況についてトレース、チェックを行う体制を敷いております。また、監査等委員会におい
ても、その職責に基づき当社グループの取締役、執行役員及び使用人の職務執行に関する順法状況を検証する体制をとっております。

　(ハ)コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、監査等委員会（社外取締役を含む）への窓口、及び社内・社外に通報窓口を設置し、匿
名・顕名を問わず通報を受け付け、法令等違反行為の早期発見に努めております。なお、内部通報規程を定め、守秘の徹底を義務付けるととも
に、内部通報をした者に対する不利益取扱いを禁止しております。

　(ニ)取締役及び執行役員の選解任案及び報酬等の決定にあたり、客観性・公正性・透明性を確保するため、その過半数を社外取締役で構成す
る指名・報酬委員会（委員長は社外取締役）の審議を経て、取締役会で決議しております。

(2) 取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員は、その職務の執行に係る文書その他の情報について、情報管理に関する規程、文書管理規程等に従い適切に保存及び
管理を行っております。

(3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(イ)リスク管理規程を定め、損失の危機管理を行うとともに、社長執行役員を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し定例的にリスクの点
検、評価、対策等を管理、監督しております。

　(ロ)当社グループにおける自然災害、事故、法令違反等潜在的に存在する普遍的リスクについては防災マニュアル、コンプライアンスマニュアル
を制定し、保険の付保や研修、監査部の監査を通じその防止と強化に取組んでおります。

　(ハ)有事においては当社社長執行役員を本部長とする対策本部を設置し対応策等危機管理にあたることとしております。事業リスクについては
業務を担当する取締役のほか事業執行責任者は自己の担当領域についてのリスク管理体制を構築する責任と権限を有しております。

(4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(イ)当社グループでは、取締役会において取締役会規程に基づき、経営の基本方針その他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監
督するものとしております。あわせて、当社においては取締役会の決定事項に基づき迅速かつ効率的に業務を執行するため、執行役員制度を導
入し、業務執行権限を委譲しております。

　(ロ)取締役は定時及び臨時の取締役会においての業務執行報告により、その執行状況を適切に監視し、業務執行の適正及び効率性を確保して
おります。

(5) 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びに子会社から成る企業集団における業務の

適正性を確保するための体制

　(イ)当社は業務の適法性、企業倫理性を確保すべく子会社管理規程を制定し、グループ全体として社会的責任を果たすべく体制を整備しており
ます。

　(ロ)当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、子会社管理につい
ては各関連事業部と経営企画部が連携してあたっております。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　(イ)監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の職務が適切に行われるよう対応す
ることとしております。

　(ロ)当該取締役及び使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査等委員会と協議の上で行うものとしております。

　(ハ)当該取締役及び使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものとしております。

　(ニ)その他当該取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対
する指示の実効性の確保について必要があるときは、監査等委員会は取締役会に対し、報告もしくは提案又は意見の表明を行うこととしておりま
す。

(7) 監査等委員会への報告に関する体制

　(イ)当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実その他事業運営上の重要事項を適
時、適切な方法により監査等委員会へ報告するものとしております。

　(ロ)当社の監査部は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものとしております。

　(ハ)コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、（イ）の監査等委員会への報告を理由に当該報告者に不利益を及ぼさない体制を整備し
ております。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に実施されるための体制

　(イ)代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換会を実施するものとしております。

　(ロ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、
当社に対してこれを請求できるものとしております。

　(ハ)監査等委員の職務の執行にあたり、監査等委員会が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部の専門家との連携を図る
ことのできる環境を整備しております。

(9) 財務報告の適正性を確保するための体制

　当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため内部統制方針書を策定し、有効且つ効率的な財務報告に係る全社統制、業務プロセス等、
内部統制の整備、運用、評価を行っております。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 当社グループは、反社会的勢力対応規程を定め、暴力団等反社会的勢力と一切の関係を持たないとの企業倫理確立に努めており、反社会的

勢力との関係はありません。

(2) 反社会的勢力との関係遮断はコンプライアンスの精神に則り対応するとともに企業防衛の観点からも不可欠であり、その潜在的リスクに対して

は全ての取締役、執行役員及び使用人に対し啓蒙活動を行うことにより対応しております。具体的には反社会的勢力対応規程に基づき、新規の
取引開始時だけでなく継続して反社会的勢力との取引の有無を確認することにより反社会的勢力の排除に取り組んでおります。

(3) 反社会的勢力からの要求や接触方法が近年巧妙になる傾向があることを踏まえ「反社会的勢力対応マニュアル」を全ての取締役、執行役員

及び使用人に対して配布し、啓蒙活動に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1) 会社情報の適時開示に関する基本方針

　当社としましては、株主・投資家の皆様や地域社会をはじめとするあらゆる方々に当社グループをより深く理解していただくことを目的として、金
融商品取引法及び証券取引所の定める適時開示規則にもとづく重要情報並びに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、適時・適
切な開示活動に努めております。

(2) 会社情報の適時開示に関する社内体制

　当社の「内部情報管理規程」にもとづき経理本部長が情報の管理を統括し、会社情報の適時開示を行うこととしております。

(3) 適時開示手続き

　(イ)金融商品取引法、証券取引所の定める適時開示規則及び当社「内部情報管理規程」に基づき、当社（子会社を含む）に係る重要な決定事
実、重要な発生事実及び決算に関する情報は、所管部署から経理本部長に報告され、その後経営会議において協議し、適時開示規則に定めら
れた事項に該当するかどうかの判断を行い、該当する場合は、当該情報保有部門・関連部門・関連子会社等並びに当該関連社員等に対し、イン
サイダー取引の未然防止のために、当該情報管理の徹底を図っております。

　(ロ)重要な決定事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の決議を経た後、速やかに情報開示担当（経理本部長）を通じて適
時開示を行い、あわせて当社ホームページにも掲載して、当該情報の周知を図っております。

　(ハ)重要な発生事実に関する情報は、社内各部門（子会社を含む）で発生次第経理本部長に報告され、経営会議において協議した後、直近の
取締役会にて報告・了承されております。

　(ニ)適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を及ぼすと
判断されるもの等については、上記と同様積極的な開示・公表に努めております。

　(ホ)金融商品取引法に基づく有価証券報告書、四半期報告書等の報告書類は、上記に準じて財務局へ提出された後に、財務局及び証券取引
所で開示・縦覧され、あわせて当社ホームページにも掲載しております。

参考資料：当社の適時開示までの流れに関しては、巻末の（参考資料）【適時開示体制の模式図】をご参照ください。



（参考資料）【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】

（参考資料）【適時開示体制の模式図】



（参考資料）【リスク／機会の洗い出し】
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